
第２８回原子力委員会 政策評価部会 

「エネルギー利用」（第３回） 

 

１．日  時  平成２０年１２月１６日（火）１０：００～１２：００ 

 

２．場  所  中央合同庁舎第４号館４階 共用第２特別会議室 

 

３．出 席 者  近藤部会長、井川委員、石槫委員、伊藤委員、岸野委員、田中委員、 

        古川委員、堀井委員、松田委員、山口委員、山名委員、和気委員 

        土橋参事官、渕上企画官、立松上席政策調査員 

        森本経済産業省資源エネルギー庁原子力立地・核燃料サイクル産業課長 

        上田経済産業省資源エネルギー庁原子力政策課企画官 

        高橋電気事業連合会原子力部長 

        田中日本原燃経営企画室部長 

        中島日本原子力研究開発機構理事 

        緒方日本原子力研究開発機構敦賀本部経営企画部長 

 

４．議  題 

   （１）関係機関からの追加説明 

       ①高速増殖原型炉「もんじゅ」の状況 

       ②英米仏の原子力を巡る動き 

   （２）取組状況のヒアリングを踏まえた評価についての議論 

 

５．配布資料 

  資料第１号  高速増殖原型炉「もんじゅ」の状況について 

  資料第２号  英米仏の原子力を巡る動き 

  資料第３号  原子力政策大綱「エネルギー利用」に示された基本的考え方と関係機関の

取組状況の概要 

  資料第４号  原子力政策大綱及びそれに基づく関係機関の取組の評価のための論点 

         （エネルギー利用） 

  参考資料   ガラス溶融炉（Ａ系列）内におけるかくはん棒の曲がりについて 
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（近藤部会長） おはようございます。政策評価部会第２８回でございます。きょうは「エネ

ルギー利用」に関する分野の検討の第３回目でございます。 

  本日の議題は、お手元議事次第にありますように、１つは関係機関からの追加説明、２つ

が取組状況のヒアリングを踏まえた評価についての議論ということでございます。 

  配布資料につきましては、資料１号から４号、並びに参考資料ということでセットされて

と思いますので、ご確認いただければと思います。 

  よろしゅうございますか。 

  それでは、まず、関係機関の追加説明とありますけれども、３つあります。一つは、この

一部に入れてもいいのか、外なのか迷ったのですが、日本原燃から六ヶ所再処理工場のアク

ティブ試験の状況についていろいろ報道されているところもあり、それについてご説明をい

ただくこと。２つ目が、委員からご質問のあったことにかかわることでございますけれども、

高速増殖原型炉「もんじゅ」の最近の状況についてご説明いただくこと。３つ目が、海外の

原子力を巡る動き、特にイギリスはどうなっているのかというご質問がございましたので、

事務局で調査した範囲についてご紹介申し上げたいと思います。 

  それでは、最初に、日本原燃の田中部長から六ヶ所再処理工場のアクティブ試験にかかわ

る状況について、簡単にご説明いただきます。よろしくお願いします。 

（田中部長） 日本原燃の田中でございます。皆様にご心配をおかけして申しわけございませ

ん。お手元の資料の最後の「参考資料」という、ホチキスで止めた２枚物、表裏がございま

すが、「ガラス溶融炉（Ａ系列）内におけるかくはん棒の曲がりについて」という資料でご

ざいます。 

  ガラス固化は１０月上旬から試験を再開しまして、順調に運転をしたり、あるいは、洗浄

運転をしたりということを繰り返しておりましたが、１１月の下旬だったと思いますけれど

も、洗浄運転の一環でかくはん棒がうまく動かないということが起きました。文章を読ませ

ていただきます。プレスリリースをした文書でございます。 

  ガラス溶融炉につきましては、かくはん棒の動きが鈍くなったことから、１２月１０日に、

ガラス溶融炉内を冷やしまして、その結果、ガラス溶融炉内にカメラを挿入することができ

ました。かくはん棒の状態の確認を開始しました。その過程で、かくはん棒が曲がっている

ことがわかりました。 

  これに伴い、ガラス溶融炉内部に損傷を与えた可能性が考えられますことから、本事象に

ついて、「再処理事業規則」の第１９条第２号に該当するとして国に報告し、また、その旨

を青森県並びに六ヶ所村に対してＡ情報としてご連絡しております。 

  本事象による施設内外への放射線等による影響はございません。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。右側に六ヶ所再処理施設の中に高レベル廃
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液ガラス固化建屋がどこにあるかという図面がかいてございます。ほかの建屋の名称はＰＰ

上の理由から入れないことをご勘弁ください。ほぼ真ん中あたりに位置しております。左側

の絵と写真でございますが、下側がガラス溶融炉の断面図でございます。ホームベースみた

いな部分がガラス溶融炉の内部でございまして、紫っぽい線が引いているのが、カメラを入

れるためにガラスをキャニスタにして４本分抜きまして、ガラスの液位を下げているところ

でございます。それから、左右に主電極、このガラスは通電して、ジュール熱で発熱するよ

うにしていますので、今はもちろん電気を流していませんけれども、主電極があり、ボトム

にはセーブ電極というのがあります。補助電極というのはありますが、この絵からは省いて

おります。 

  それから、最初に溶融炉を温めるために間接加熱装置というネズミ色のものが２つあるの

でございますが、炉内のガラスの通りが悪い、流下が悪いということで、入れていたかくは

ん棒が抜けない、おかしいということで、左側の間接加熱装置を外しまして、ＩＴＶカメラ

を中に入れました。①、②という記号が振ってありますが、その写真が上の２つの写真でご

ざいます。まっすぐな棒で底をちょんちょんと突っつくような棒を用意していたのでござい

ますけれども、作業後抜こうとしたら抜けなくなっちゃった、おかしいということで調べた

ところ、このようになっておりました。９０度以上に折れ曲がっているような感じでござい

ますので、引き抜こうとしたときに抜けないということで、何回か引っ張りましたので、そ

のときに溶融炉の主として天井部分に影響を与えた可能性がありますので、この事態につい

て、法令に基づく報告をしているわけでございます。 

  現在、状況がわかりましたので、このカメラを入れっ放しにしておきますと、放射線でや

られてしまいますので、抜きまして、このかくはん棒を撤去すべく、作業の準備をしている

ところでございます。かくはん棒が抜けた後、炉内の健全性について、今度は中央部分のか

くはん棒を抜いた位置から、ここには原料供給、原料というのは廃液とガラスでございます

けれども、これを入れるための原料供給機がありますが、それごと外してかくはん棒をとり

ますが、ここからカメラを入れてよく周りを見ようということを計画しております。調査状

況がわかり、何が起きているかわかり、原因がわかってきましたら、またご報告させていた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  何かご質問ございましょうか。よろしいですか。 

  それでは、続いて、「もんじゅ」についての状況ですが。高速増殖炉にかかわる政策の議

論は、研究開発部会で扱うことを考えておりますけれども、この場の議論におきましても、

高速増殖炉、なかんずく「もんじゅ」の研究開発活動の動向については、物事を考える基点
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として重要かと思いますので、最近の状況について簡単にご説明いただきたいと思います。

日本原子力研究開発の中島理事にお越しいただいていますので、よろしくお願いします。 

（中島理事） 原子力機構の中島でございます。委員の皆様には日ごろからご指導、ご支援を

いただきましてまことにありがとうございます。 

  当機構では、「もんじゅ」プロジェクトの推進を最優先課題と位置づけまして、総力を挙

げて運転の再開に取り組んでいるところでございます。このため、各種試験の実施とともに、

原子力安全・保安院による特別な保安検査の結果を受けた指摘、また、有識者の方々からの

ご意見等を踏まえまして、「もんじゅ」における運営管理並びに品質保証の強化に向け、改

善活動に鋭意取り組んでいるところでございます。そのような状況を含めまして、「もんじ

ゅ」の現状についてご説明させていただきます。 

  １ページ目を開けていただきたいと思います。機構は高速増殖炉サイクル技術の確立に向

け段階的に研究開発を進めております。左下にございますように、１９９９年から２００５

年まで実用化戦略調査研究を行いまして、国の評価によってナトリウム冷却炉、先進湿式法

再処理、簡素化ペレット法、燃焼精度の組み合わせや、実現性が最も高い実用システム概念

として選定されました。 

  右上にございますように、２０２５年ごろの高速増殖炉実証炉の実現、２０５０年より前

の商業炉の開発を目指し、機構は２０１５年度に高速増殖炉とその燃料サイクル施設の実用

施設及び実証施設の概念設計を提示することを目的に、高速増殖炉サイクル実用化研究開発

を実施しております。 

  真ん中の上にございますが、「もんじゅ」は運転再開後１０年程度以内を目途に、発電プ

ラントとしての信頼性の実証及び運転経験を通じたナトリウム取扱技術の確立という、所期

の目的を果たすべく現在運転再開を目指した取組を進めております。 

  ２ページをお開きください。「もんじゅ」の工程を示しております。「もんじゅ」は、平

成７年１２月のナトリウム漏えい事故以来、１３年ぶりの運転再開を目指しまして、左上に

ございますナトリウム漏えい対策等の改造工事を終了し、真ん中にハッチングがございます

が、プラントとしての機能を確認するプラント確認試験を実施しております。 

  ９月に発生しました屋外排気ダクトの腐食に関する原因調査・点検や、２次系ナトリウム

漏えい検出器の不具合に対する調査・点検等の対応を優先して取り組んでおります。プラン

ト確認試験等に遅れが生じておりますが、現在全１４１項目中１３３項目の試験を終了して

おります。平成２１年２月の運転再開を目指して役職員一丸となって取り組んでいるところ

でございます。 

  ３ページでございますが、「もんじゅ」における最近の取組を紹介いたします。ことし３

月に発生いたしました、上に書いてございます１次系ナトリウム漏えい検出器の警報の誤発
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報と、これに関する通報遅れの問題を踏まえまして、黄色いところに書いてありますように、

５月から６月にかけて原子力安全・保安院により「特別な保安検査」が実施されました。そ

の結果、ナトリウム漏えい検出器等の不具合から、品質保証体制、安全文化に関することま

での、多岐にわたる１２項目の指摘事項を受けまして、改善に向けた行動計画を取りまとめ

て報告するよう指示を受けました。 

  原子力機構は、この指摘を踏まえまして、左下に書かれている５項目の改善方針を柱とす

る、全４２項目にわたる具体的な行動計画を策定して、７月末に報告するとともに、これに

基づく改善活動に取り組んでおります。 

  行動計画の実施状況については、右の真ん中にございます「もんじゅ行動計画フォロー委

員会」を社内に設置いたしまして、実施状況や実効性をチェックするとともに、９月及び現

在実施中の「特別な保安検査」においても実施状況を確認いただいているところでございま

す。 

  ４ページでございます。この行動計画に基づく改善事項の一例として、組織等の見直し・

強化があります。左の図にこれまでの体系を示しております。もんじゅの開発部長が施設保

安に関する業務を統括しておりました。これはプラントが停止状態であったため、改造工事

を重視した体制でございました。このため運転再開に向けての保守管理を展開するという明

確な目標の設定と、これを実現するための体制の整備についても配慮が不足していたと反省

しております。 

  そのため、「もんじゅ」及び敦賀本部の機能強化及び人的資源の投入を図ってまいりまし

た。特に、「もんじゅ」につきましては、右の図に示しますように、所長による品質保証事

項及び技術的調整事項の一元管理、これは運転管理室、安全品質管理室でございます。そし

て、技術部、プラント管理部、プラント保全部と３部制による部長レベルのマネジメント機

能の強化、保守管理業務の適正化のため、プラント保全部に５課を設置するという、組織体

制の強化を図ってまいっております。 

  あと、参考といたしまして、ことし「もんじゅ」で発生した３つの主なトラブルについて

紹介いたします。６ページでございますが、１つ目は、先にご説明いたしました原子力安

全・保安院の「特別な検査」が実施される理由になった、ことし３月に発生した１次系ナト

リウム漏えい検出器の誤警報でございます。本検出器は漏えいしたナトリウムにより検出器

の電極と   が通電することで警報が鳴る仕組みになっております。今回の誤警報は、原

因調査の結果、「もんじゅ」の建設時に検出器を設置した際の施工管理が不十分であったと

いうことで、計画より深く挿入していたことがわかりました。対策としては、当該検出器を

新品と交換するとともに、他の検出器について、検出器の挿入状態や健全性の確認を実施す

ると。また、施工時に挿入深さが変わらない仕組みの検出器にすべて交換いたしました。 
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  ７ページにまいりまして、２つ目は、９月に発生した２次系ナトリウム漏えい検出器の誤

警報についてであります。本検出器は、先ほど紹介いたしました１次系検出器と同じ原理で

警報がなる仕組みでございます。原因調査の結果、先端部の近傍、ロウ付けしている銀ロウ

が空気中の湿気分の結露等による影響により解けだしまして、絶縁部のセラミックスに付着

し、通電することにより警報が鳴ったと推定しております。対策として、このロウ付けの材

質を、溶け出しにくい金ロウに変更するなどの対策をとるということと、同型の検出器につ

いても水平展開を実施しているとでございます。 

  ８ページにまいりまして、最後に、９月に発生いたしました屋外排気ダクトの腐食孔につ

いて説明いたします。この屋外排気ダクトはフィルタを通した管理区域の空気を排気筒の先

端から大気中に出すための設備でございます。今回、当該ダクトの計画的補修のため、塗装

などの作業を行っていたところ、腐食孔が発見されました。原因調査で、当該腐食孔を切り

出した際に、付近で母材を貫通する腐食がもう一つ発見され、これらの箇所については切り

出し後、ここの写真にございますように、当て板により固定いたしました。当該屋外排気ダ

クト全体の腐食状態を調査するために、板厚の測定を行い、現在、その結果を基に対策につ

いて検討しているところでございます。 

  今後とも安全確保を第一に、地元の皆様をはじめ国民の信頼を得るべく、当機構の総力を

挙げ、「もんじゅ」の運転再開に向けて取り組んでまいりますので、ご指導をよろしくお願

いいたします。 

  以上でございます。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  ただいまのご説明に対してご質問ございましたら、どうぞ。 

  ありませんか。 

  私の記憶が違っているのかもしれませんけれども、「特別な保安検査」の第３回目という

か、現在検査中、あるいは、終ったばかりと記憶していますが、これについてはいかがです

か。 

（中島理事） 第３回目につきましては、１１月２６日から今週末の１２月１９日までという

ことで実施しております。 

（近藤部会長） それは順調に経過しているという理解でよろしゅうございますか。 

（中島理事） 私どもとしては精いっぱいの対応をさせていただいておりますが、結果の報告

の中で私どもが順調に整備しているかどうかといったことを検討した結果を記載されると考

えております。 

（近藤部会長） はい。 

  ほかに何かありますか。よろしゅうございますか。 
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  それでは、どうもありがとうございました。 

  続きまして、３つ目、英米仏の原子力を巡る最近の動向について、事務局からご説明いた

だけますか。 

（事務局） それでは、私から資料第２号に基づきまして、英米仏の原子力を巡る動きという

ことで、ご説明させていただきたいと思います。ご質問は、英国の状況というご質問をいた

だいたのですけれども、アメリカ、フランスとも、原子力発電が多数運転されておりますの

で、そちらについても併せてご報告・ご説明したほうがよりいいかと考えまして、米国、フ

ランスについては事務局で追加でさせていただいたということでございます。 

  それでは、１枚めくっていただきまして、２ページ目、世界の原子力発電開発の現状とい

うことでございますが、現在、３０カ国で４３９基が運転されているということでございま

す。電力の約１６％を供給しているという状況でございます。建設計画も２１カ国１２７基、

２００７年１２月時点の段階ですので、かなり増えているのではないかと考えております。 

  ３ページ目以降が、ご質問のございました英国の状況でございます。現状としましては、

２００７年現在１９基、発電電力量の１５％の電力を原子力は担っているということでござ

います。ほとんどのプラントが古うございまして、現行の計画では２０２３年までに、ＰＷ

Ａの１基を除いて、すべての発電所が運転を終了する計画となっているという状況でありま

す。 

  ４ページ目ですけれども、そういう状況もあるということで、２つ目のポツにありますよ

うに、ビジネス・企業・規制省は、既設の発電所のリプレースとか、民間事業者が原子力発

電所建設プロジェクトを実施するための環境整備を盛り込む「原子力白書」を公表しており

ます。 

  規制側としましても、ことしの３月には４つのタイプにつきまして、新しい認証プロセス

の最初の段階の評価を完了したということで、規制のほうも既に対応しているという状況で

ございます。 

  それから、１つ目のポツでございますが、英国では核燃料サイクルを国内で確立させてお

りまして、再処理工場（ソープ）も運転していると。ただ、ソープのほうは若干トラブルが

ございまして、当初の容量では操業していないという状況であるということでございます。 

  めくっていただきまして、５ページです。時系列に書いておりますけれども、ことしの６

月、放射性廃棄物に関する白書を公表しております。これと併せて高レベル放射性廃棄物の

地層処分場の受入れの可能性のある自治体の公募を開始しておりまして、ことしの末、つい

先日になるかと思いますけれども、カンブリア州がこの募集に応募する手続きをしていると

いうことでございます。 

  それから、９月に報道がございましたけれども、ブリティッシュ・エナジーがフランスの
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ＥＤＦに買収されております。 

  また、最近、気候変動委員会が発電における炭素除去、発電に際して二酸化炭素が発生す

るのを防ぐということでは原子力発電が鍵になると。当然、再生可能エネルギーを増やして

いくんですけれども、原子力発電も鍵になるというという旨の報告書をまとめております。 

  併せて、イギリスの北部にあるスコットランド政府は、基本的には今後新しい原子力発電

所を建ててはいけないという立場をとっているところで、そこの「発展と産業のスコットラ

ンド委員会」という、政府とは離れた自主的な組織なんですが、この委員会が、スコットラ

ンド政府の立てている２０２０年までに電力の５０％を再生可能エネルギーで補うという目

標は達成可能であるんですけれども、長期的な観点からは原子力発電を考慮すべきという報

告書をまとめたということで、イギリスの反対する地方でも原子力発電については一定の評

価をしているという状況になってきているということでございます。 

  ６ページ、７ページ、８ページがアメリカの状況でございます。ご存じのとおり、アメリ

カは１０４基の発電所が稼働しておりまして、世界で一番発電所が運転されている国でござ

います。電力量でいけば１９％を補っているということでございます。 

  使用済燃料はワンス・スルーということで、再処理せずに直接処分するという方法を採用、

提供しております。 

  最終処分場は、ネバダ州のユッカマウンテンが選定され、安全審査が実施されているとい

うことです。 

  ただ、発電所の状況でいきますと、スリーマイルの事故の影響もあって、ここ３０年新規

の着工はないという状況ではあるんですけれども、７ページにありますように、ブッシュ政

権では新規建設に向けた動きが活発化しておりまして、１０月２８日時点では新規建設に向

けてＣＰＬ（建設・運転一括許可）の申請がなされて、この時点で２６基の申請がなされて

いるということで、新規の原子力発電所の建設に向けた動きも活発化しているという状況で

ございます。 

  ８ページですけれども、大統領選挙が行われまして、次期政権であるオバマ大統領は原子

力に対する考え方が、現在のブッシュ政権とは違っているということです。まだオバマ大統

領の具体的な動きが出ていませんので、報道等を基にまとめた資料でありますけれども、基

本的には原子力発電を容認するものの、新規の建設については否定的な立場をとっていると、

特にユッカマウンテンの再処理工場には反対の立場をとっているということで、今後、米国

の原子力状況は変わりうるかなと考えております。 

  ９ページ目は、フランスの状況です。フランスは５９基の発電所が河道中で、世界で２番

目です。発電電力量の占める割合が７７％ということで、かなりの部分か原子力に頼ってい

るという状況でございます。 
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  ご存じのとおり、核燃料サイクルを国内で確立しておりまして、再処理工場もラ・アーグ

が順調に操業しているという状況であります。 

  また、高レベルについても進んでおりまして、２００６年には高レベルのための法律がで

きまして、この法律に従って着々と進んでいるという状況で、現在の予定では２０１５年に

処分場の設置許可申請、２５年には操業開始ができる状況にあるということでございます。 

  あと、新規の発電所の計画でございますけれども、フランスも古いプラントがありまして、

２０１５年以降順次寿命を迎えるということで、リプレースに向けてフラマンビル３号機に

ＥＰＲを採用しているということで、既に着工しているということです。 

  あと、ＥＤＦは、ＥＰＲの建設・運転の知識管理の充実を図る観点から、全世界でのプロ

ジェクトに参加して情報収集をしていると状況でございます。 

  以上でございます。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  ご質問に対してのお答えになったかどうかわかりませんが、事務局で集めていただいたも

のです。 

  私から一つ二つ補足いたしますと、５ページにスコットランドのＳＣＤＩのレポートの話

が書いてありますが、スコットランドは現在は電力供給のたしか５０％が原子力に依存して

いるにもかかわらず、このレポートでは地球温暖化対策の観点から２０２０年までに再生可

能エネルギーを５０％にするとしているところ、その手段として政府は原子力を追加すると

はしていないところ、それ自体は可能であろうが、長期的には原子力の追加が必要になるで

あろうというということで、ご参考までに紹介させていただきました。 

  また、米国の新政権が原子力の新設に対して否定的であるとのニュアンスで説明されたの

ですけれども、資料にあるように「反対しない」というの正しいんだと思います。 

  それから、９ページのフランスのところで、「設計寿命を迎えるため」とありますが、こ

れは４０年という設計寿命を迎えるということであります。ご承知のように日本でもそうで

すけれども、６０年ぐらいは使えるだろうというのが大方の常識であるところ、特にＥＤＦ

は少なくとも６０年運転することに強い関心を持っているということでございますので、一

言申し添えます。 

  説明は以上ですが、何かご質問がございましたら。 

  井川委員。 

（井川委員） 一点だけ教えていただきたいんですが、英国のところで、４ページの一番上に

「核燃料サイクルを国内で確立」となっていて、フランスも全く同じで、９ページ目に「核

燃料サイクルを国内で確立」となっていて、ぱっと見では全く同じような状況にあるという

認識で受け取れるんですけれども、果たしてそういう状況だと言っていいのかというのは、
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いささか誤解を招く資料ではないかということを申し上げたい。 

  英国の状況については、今後の推移によっては、日本の燃料加工とか核燃料サイクルの考

え方というか、世界への説明という意味ではちょっとややこしい問題も出てくるのではない

かということからすると、これはちょっと甘い資料と後で言われかねないのではないかとい

うことを申し上げたい。 

（近藤部会長） おっしゃるとおりと申し上げたほうがいいかもしれません。イギリスの場合

は、軽水炉使用済み燃料の再処理事業は本来的にスタンドアローンのビジネスとして設計さ

れた部分が大きいんですね。つまり、日本とドイツの再処理需要をあてにした取組という面

があります。 

  ただ、それは、いま、イギリスの原子力発電の主力であるＡＧＲの使用済燃料は長期の貯

蔵が難しいんで、再処理をする必要がある。その再処理需要があるということで、再処理工

場をつくらざるをえないところ、そこに、規模の経済を利用してというか、ガス炉用の再処

理施設のみならず軽水炉の再処理施設もつくり、再処理コンプレックスとして仕上げること

でビジネスとして成立させようとしたのではないかと理解しています。 

  ところで、その一つである軽水炉用の再処理施設は、内部漏洩事象により、現在はキャパ

を下げて運転をしているわけですが、日本が海外再処理をやめるということを決め、それか

ら、ドイツが新設をしないことを決めた結果として、再処理のマーケットが縮小したことも

あって、運転を継続するかどうかについても議論がなされ、２０１３年まででしたか、年限

を決めたという状況にある。 

  さらに、もう一つ加えると、この国の唯一の軽水炉であるサイズウェルＢの使用済燃料に

ついては再処理することにはしていないと思います。で、ＡＧＲの使用済み燃料の再処理か

ら出てきたプルトニウムの扱いについていま議論が行われていて、ＭＯＸ燃料に加工してサ

イズウェルＢで消費するとしても、この炉だけで全部を使い切ることができるものか。しょ

うがないからプルトニウムを廃棄物として処分するか、はたまた、これから今ご紹介のあっ

たようなことで軽水炉を新設するということがあるので、いずれ燃料、プルトニウムを使う

べくのマーケットが開かれる可能性があるので、とっておくかということについて検討して

いるというのが現在の状況だと思います。 

  このぐらいの説明をつけ加えておけばよろしいですか。 

  はい、それでは、ほかに何かご質問ありませんか。 

  ありがとうございました。それでは、審議にかかわる背景的な情報についてのご紹介につ

いてはこれで終りにさせていただきまして、２つ目の議題、取組状況のヒアリングを踏まえ

た評価についての議論をしていただくわけですが、まずは、資料を事務局が用意いたしまし

たので、これをご説明いただきます。 
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（事務局） それでは、資料第３号について説明させていただきたいと思います。資料第３号

は、前回、前々回で関係機関からご説明いただきました取組状況について取りまとめた資料

でございます。 

  めくっていただきまして、２ページ目に、大綱で示された基本的な考え方をお示ししまし

た。 

  ３ページ目で、原子力発電を巡る最近の状況ということで、資源エネルギー庁さんの資料

等にもございましたけれども、例えば原子力への期待の高まりということで、福田総理のス

ピーチで原子力発電の推進とか核燃料サイクルの確立等に言及されたというような、原子力

発電の周辺環境をまとめております。大きく４つぐらいになるのかなということで、事務局

で選ばせていただいております。１つは原子力発電への期待の高まり、それから、原子力の

役割が増大していること、新・増設の計画も進展が見られている、それから、設備利用率は

低迷の状況にあるのではないかということでございます。 

  ４ページ目以降が関係機関の取組について項目を抜き出したものでございます。四角で囲

ってあるところが大綱で書かれている各関係機関に求めている取組でございまして、囲って

ないところには各機関の取組を書いております。４ページ目から７ページまでが原子力発電

に関することでございます。 

  ８ページ目から核燃料サイクルについてということで、原子力発電と同様に、８ページ目

は政策大綱に書かれた基本的考え方をまとめております。 

  ９ページが、核燃料サイクルを巡る最近の状況ということで、一つは天然ウラン価格が上

昇していること、それから、資源外交を推進しているということ、プルサーマルの進展が見

られてきていること、ＭＯＸ燃料の加工事業についても進展が見られるというようなことを、

トピックスとして挙げております。 

  １０ページ目以降は、核燃料サイクルに関する関係機関の取組をまとめております。同様

に四角で囲っているところが大綱で書かれている関係機関に求める取組で、枠がないところ

が各関係機関の取組でございます。項目だけですけれども、抜き出しております。 

  最後のほうに図とか表でキーとなりそうなデータを、ご参考になればということでつけて

おります。 

  議論の参考になればということでまとめさせていただきました。 

（事務局） それでは、私のほうから資料第４号、論点についての資料を説明させていただき

ます。これは前回、前々回に関係機関からヒアリングをいたしまして、その際に先生方から

質問とか意見という形でいただいたものを整理し、その後、評価部会にご出席いただけなか

った委員の方々に個別にご説明をさせていただいて、いただいたコメント等を加え、最終的

には部会長ともご相談させていただき、論点という形で整理させていただいたものでござい
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ます。 

  中身について説明をさせていただきます。１ページ目の１．原子力発電のところでござい

ます。基本的考え方ということで四角で囲ってございますが、先ほどの資料の最後にもあり

ましたけれども、大綱で示されているものを、重複になりますが、ここでもう一度書かせて

いただいております。 

  その四角の下の論点に入ってまいりますけれども、１つ目は原子力発電の新・増設につい

てというところでございます。先ほど事務局から説明させていただいた資料第３号のところ

と照らし合わせながら見ていただければと思いますが、原子力発電の新・増設につきまして

は、資料３の４ページ、５ページあたりですが、国に対して新・増設とか長期投資促進のた

めの環境整備を具体的な取組として大綱では求めているわけです。 

  論点としまして、増設については進展が見られておりますが、現在行われている国民との

相互理解活動、初期投資、廃炉負担の軽減・平準化に向けた制度整備や立地環境の整備の観

点から必要にして十分であるのか、これ以外に追加的に必要な取組はないのかというのが１

つ目でございます。 

  それから、新規立地の開発に向けては、時間を要することから、長期的観点から着実に取

組を続けていくことが必要ではないかというのが２点目。 

  ３つ目として、関係機関からの取組としてありました原子力発電のメリットの可視化の取

組について、十分な効果を上げているのか。この３点を論点として挙げさせていただいてお

ります。 

  ２つ目の○、既設の原子力発電施設を安全の確保を前提に最大限に活用する取組というこ

とでございます。資料第３号の６ページに関係機関の取組、特に電気事業者でございますけ

れども、具体的には設備利用率向上とか、高経年化対策、保守・管理技術の高度化、運転中

検査技術の採用といった定期検査の高度化とか、長期サイクル運転といったものを掲げられ

ております。 

  これについての論点としましては、高経年化対策の充実、出力増強等により既設炉の活用

を進めていくためには、国内外の運転情報とか、保全技術情報の共有・活用を図るとともに、

事業者がビジョンとその実現のためのロードマップを規制当局とか社会と共有することが必

要である。最近設立された原産会議の改組による原産協会とか、日本原子力技術協会といっ

た機関がこの取組においてどのような役割を担っているのかということが１点。 

  ２点目としましては、最近のトラブル事例から、多くの電力会社の原子力発電所の運転管

理技術基盤が劣化しているのではないかと言えないか。電気事業者は、技術リスク管理の観

点から、技術基盤の維持・強化に必要十分な取組を行っているのかという点が２点目でござ

います。 
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  ３点目としましては、定格出力の増強（アップレイティング）でございますが、海外での

多数の実施にかかる経験の分析とか、その他の最新知見に基づく技術的検討を進めるととも

に、実プラントへの適用に向けてまだ残されている解決するべき課題と解決策の分析、また、

その関係者による共有、役割分担を明確にした取組を早急に進めていくべきだという点でご

ざいます。 

  次としましては、これまで、問題が発生した際に現場で既存の仕組みの枠内での解決を追

求するばかりで、根本原因分析の結果を広く共有して制度の改善も含めた解決を図る取組が

不足していたのではないか。この状況については改善されているのか、新しい取組が必要で

はないかという点でございます。 

  次の○でございますが、リプレースに関する点でございます。２０３０年前後から寿命を

終えた既存炉に代わって新しい炉がシームレスに発電できるようにする準備について、それ

からまた、世界市場で通用する次世代軽水炉の実用化についてということでございます。こ

れについては、資料３の５ページあたりで、国に対して戦略的プロジェクトの技術開発、重

点的な技術開発を促しております。 

  これの論点でございますが、廃止措置に移行する既存炉に代わって新しい炉型の発電炉が

シームレスに発電を継続していくことができるようにするためには、この時期において新型

炉の初期故障が十分に取り除かれていることが重要である。これに要する期間とか投資のあ

り方を含めて、次世代軽水炉の技術開発は適切に計画・推進されているのかという点が１つ。 

  ２つ目としまして、次世代軽水炉の設計仕様は、現在新規プラントへの導入候補とされて

いる炉型の改良、これはプロセス革新が中心となっている改良版とするのか、さらに製品革

新を導入した次の炉型にするのか、また、ねらうべき海外市場のセグメントと、どういった

市場かと、そこに求められているものは何かというマーケットリサーチが十分になされて、

それが随時計画に反映される運営がなされているのかという点を挙げております。 

  次の○でございますが、我が国の原子力分野における国際展開についてということで、資

料３の７ページでは、製造事業者に対して世界市場で通用するような体質改善をするように

ということを、具体的な取組として求めております。 

  これについての論点でございますが、海外市場にはベンダーが人材育成はもとより、燃料

供給から廃棄物のマネジメントまで包括的サービスを提供できることを重視する地域がある

と。こうした市場においては、我が国メーカーは単独では商機を失することになるというこ

とで、これに対して国はどうあるべきかという点。 

  ２つ目の点としましては、我が国が設計する次世代軽水炉を世界標準にするためには、こ

れの一号機が性能を実証できる２０３０年ごろの世界が求める性能を有する設計とする必要

がある。海外メーカーの開発状況等を踏まえて、我が国としてどのように取り組むべきであ
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るかという点が２点目。 

  ３つ目としましては、海外の市場は、国内の電気事業者が国産品の利点を相手国の電気事

業者に伝え、さらには現地において共同開発を行うなどしてこそ開かれるものではないかと

いう点を、論点として挙げさせていただいております。 

  次は、核燃料サイクルについてでございます。これについても、大綱での基本的考え方を

四角に掲げております。 

  １つ目としては、天然ウランの安定確保についてということで、これについては、資料３

の１０ページで、電気事業者による供給源の多様化とか長期契約、また、国による資源外交

などの取組を具体的な取組として促しております。これについての論点としましては、資源

だけではなく、総合的な観点で幅広く外交を行うべきではないかということ。２つ目として、

海水からのウラン採取技術についてどう評価するか。この２点を挙げております。 

  ２つ目の○はウラン濃縮事業についてでございます。資料３では１１ページのあたりでご

ざいますが、濃縮事業者に対して新しい経済性の高い遠心分離機の開発・導入を進めていく

ようにということを促しております。これにつきましては、２０１０年度から新型機の導入

を開始すべく、事業者におかれましては、六ヶ所のサイト内に組立工場の建設を開始したと

ころでございますが、導入予定の新型遠心分離機について、安定的・経済的な操業に向けた

準備に万全を期すべきではないかというのが１つ。 

  ２つ目としましては、遠心分離機のリプレースの際のウラン廃棄物処分方法とか、除染技

術について十分準備検討しておく必要があるのではないかということ。 

  ３つ目としましては、世界各国の濃縮事業者は、将来の需要の増大を見込みまして、現在、

供給力の増強に努めていると見受けられます。今後そういった中で熾烈な競争が展開される

可能性があるということで、新たに濃縮事業への参入を目指す国々に対する規制の論議、技

術移転に係るブラックボックス規制とか、多国籍企業であることの要求というのがございま

すが、こういった論議に巻き込まれる可能性を踏まえて、どのような方針で我が国の濃縮事

業を維持していくのかということを考えておく必要があるのではないかという点でございま

す。 

  最後、４ページにまいりまして、再処理工場及びその関連施設の建設・運転の現状及び今

後についてでございます。これについては、論点としまして、六ヶ所の再処理工場の改良改

善に係る研究開発とか、サイクル施設の廃棄物管理技術の改良改善に係る技術開発など、持

続的に研究開発を行う方策についてどういうふうに考えるのかという点を、論点として挙げ

ております。 

  次の○、ＭＯＸ燃料利用についてでございます。ＭＯＸ燃料工場については、建設準備工

事が開始されたところでございますが、実規模ＭＯＸ確証試験を含め操業に向けた準備に万
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全を期すべきではないかという点を挙げております。 

  次の○、中間貯蔵施設及びその後の処理の方策についてということでございます。論点と

しましては、当面の中間貯蔵については、ご説明があったとおり、「サイクル燃料備蓄セン

ター」の建設準備工事が開始されたところでございますけれども、さらなる中間貯蔵施設の

建設を早急に進めるべきではないかというのが１点。 

  それから、内外のトラブルを分析、これは中間貯蔵施設に限らず貯蔵プールのトラブルと

か、キャスクに関するものとかいうのがあろうかと思いますけれども、そういったトラブル

を分析し、また、貯蔵技術の頑健性をさらに向上させる観点から、継続的に技術開発を行う

べきではないかというのが２つ目でございます。 

  最後の○に核燃料サイクル事業に係る放射性廃棄物処理についてということを挙げており

ます。具体的には、核燃料サイクル事業に係る廃棄物処理技術、再処理事業とか濃縮事業、

そういったところに関連する廃棄物処理技術もございます。そういった核燃料サイクル事業

自体がまだ事業として若いということもございまして、なお改良改善を図る余地が多いので

はないか。その取組を企画推進する仕組みが整備されているのかということを論点として挙

げております。 

  以上が、事務局でまとめさせていただいた論点でございます。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  それでは、残された時間は１時間ほどございますから、半分に分けましょうか。まず、前

半の原子力発電の部分についてご議論をお願いできればと思います。どうぞ。 

  石榑委員。 

（石榑委員） 私、第１回目に出られなかったので、ここでおまとめいただいている以外はよ

くわからないんですが、論点整理の○の２つ目のところで、既設の原子力発電施設の活用と

いうことでいろいろ書かれているわけですけれども、利用率の向上、これはどこかにデータ

がありましたけれども、日本の状況はかなり悲惨な状況ではないかと思っております。一つ

非常に大きな因子としては、定期検査のあり方と非常に密接につながっているのではないか

と思っております。 

  今、規制側は検査のあり方を見直して、今後はこれまでのような画一的ではなくて、プラ

ントの状況に応じて検査を行うと。適切な表現かどうかわかりませんが、簡単に言えばプラ

ントを差別化して、アメとムチと言いますか、いいプラントにはご褒美をあげましょうと、

検査の面で。そういう形で今進めていこうとしていると私は理解しているんですが、見てい

ますと、私が申し上げる立場ではないかもしれないけれども、現場ではむしろムチの印象が

非常に強くて、また規制がどんどん加わるのではないかということで、アメの部分へいく、

ちょっと現場が疲弊しているということもあるかと思うんですが、そっちへ進んでいってな
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い。非常に進み方が遅いのかもしれませんが、そういう状況が一つあるのではないかと。 

  それから、それとも関連して、後半に「運転情報、保全技術情報の共有あるいは管理基盤

技術の劣化があるのではないか」という整理があります。これに関連して、私がかかわって

いるところで申しますと、電力間の競争が導入された結果、私の印象ではこういった情報を

電力が必ずしも従来ほどオープンにしないと。それは、こういった情報は知的財産にかかわ

るという考えがあるのではないかと思うんですが、そのためになかなかオープンにならなく

て、オープンな形で学会等で議論をすることがしにくくなっているのではないかという印象

を持っております。このことが、結局、全体としてのレベルアップを阻むということにつな

がりかねないなという危惧を持っております。 

  それで先ほどの検査のあり方に戻るわけですが、検査のあり方の中で差別化する因子とし

て、パフォーマンスインジケータというものを導入するということが言われているわけです

けれども、何をインジケータにするのかというのが今のところあまりよく見えないので、そ

ういったものをなるべく早く明らかにして、オープンな形で議論ができる。その中でオープ

ンな形で競争していくという仕組みをなるべく早くつくらないといけないのではないかとい

うのが私の意見です。 

  以上でございます。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  課題とお考えのところについてのご発言とうかがいました。いずれも重要な課題と認識し

ますが、電気事業者、直接コメントされたいことがあれば、どうぞ。 

（高橋原子力部長） 特に知的所有権の件ですけれども、そういう傾向がないことはないんで

すが、しっかりとまず自分たちのプラントでデータをためて、それを全体で共有すると。そ

のＰＤＣＡを回すことによって、トータルで自分たちの保全をよくしていこうという取組を

一生懸命やっています。これは自分たちがデータを出すことによって、プラント全体がよく

なるということで、全体がうまく回り始めるというふうに思っていまして、ゲンジ協さんに

データベースをつくるというような取組も含めて、現場と全体のデータベースをうまく整合

を図っていこうかということでございます。 

  それから、海外を見ていきますと、ご説明しましたように、例えばオーダーズグループの

活動が非常に活発に行われていまして、そういうところにも日本の電気事業は参加して、全

体のパイを大きくして情報をとりながら、全体の保全をよくしていこうというような取組を

進めているところでございます。 

  以上です。 

（近藤部会長） ありきたりの会話になっちゃうんだけれども。石榑先生は現状分析をし、高

橋さんはビジョンを語ったんだけれども、これを埋めなきゃならないんだと思うんですが、
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それをだれが埋めるのか。報告書は、そういう問題提起があったが、事業者は一生懸命やる

ということなので、それでよしとしましょうということでいいのでしょうかね。 

はい、伊藤委員。 

（伊藤委員）今のやりとりでまさに出てきたと思うんですが、きょう事務局から説明いただい

たのは、これまでここでヒアリングをした結果の取組、それから、それまでの議論が論点で

すか。要するに、両方を比べてみますと、論点と取組が必ずしもかみ合っていない、答えに

なっていないというところが至るところにあるわけですね。 

  我々のここの目的は、今の当面の原子力発電のサイクルではなくて、そのところで言えば、

ここにあるとおり２０年３０年以降も３０ないし４０％以上の品質を維持できますかと。そ

れに向けて既設の原子力発電所をしっかり高度利用ができますかと。その次にリプレースが

きたときにちゃんとリプレースできますかと。さらに新規の立地もちゃんとできますかと。

こういうことが政策課題としてある。 

  それに対してどう取り組んでいますかと聞いたんですよね、その取組がこの政策課題を。

取組状況をヒアリングした結果、その政策課題を達成するのに十分な取組であると判断すれ

ば、今後ともしっかりやってくださいねということになると思うんですが、そうじゃないと。

ここは疑問がある、あるいは、こういう勧告をしたいというところがあったときに、その疑

問や勧告が、この政策を達成するために条件になるのか、あるいは、さらにこの政策をより

効果的にするための改善の勧告であるのか。そこを明確に整理しないと、最終的に今の政策

を維持していいのか、あるいは、この取組状況を見ている限り、いかに疑問や、あるいは、

勧告しようとも、改善しようとも、達成は無理だから、枠組みを変えるなり何らかの仕組み

を変えるなり、あるいは、政策目標を変えるなり、その判断をする材料をここで提供してあ

げなければいけない。 

  それに対して、事務局は大変頑張ってくれて悪いんだけれども、十分な整理がまだされて

ないのではないか。例えば論点の１ページ目を見ると、３つ目のポツで「十分な効果を上げ

ているか」と。これはまさに疑問なんですね。上げていないと判断するのか      。

これに対して答えがない、こちらの取組を見ても。 

  あるいは、１ページの一番下で「技術基盤が劣化していると判断できるのではないか」と。

であるならば、取組のほうでこれに対して「いや、そんなことありません、ちゃんとやって

いるから大丈夫です」、「ああ、そうですか」と、こういう判断ができて初めて利用率が確

保できる。すべてそういうことで、これは単なる疑問なのか、回答の要する疑問なのか、改

善のための勧告なのか、あるいは、それは絶対条件なのか、そういうことをもう少し議論が

できるような材料をそろえないと。今の議論を聞いていてもちゃんと稼働率が上がるのかど

うかという答えにはなってないので、そこをもう少し整理する必要があるというのが、きょ
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う両方を聞いた印象です。 

（近藤部会長） 私が事務局の代弁をする必要はないのかもしれないけれども、資料３が、政

策の基本的考え方に対して現実どういう取組がされるかということについて、ここで説明さ

れたものを要約したものですが、その際に、ご質問なりご意見としていただいたことを抽出

して書いたのが資料４です。ですから、この場での議論、やりとりの結果として、ここにお

座りの方々の、全部の方かわかりませんが、一部の方が問題だなと思ったことについてのみ、

論点という格好で掲載されているのです。 

  ここで想定している作業は、皆さんからここが問題、あれが問題と言っていただき、これ

を書き留める、ついで、その取捨選択の議論をし、残ったものに対する取組の提言について

議論していくという手順を経るところ、その第一段階の作業の中間報告として用意した紙な

んですけれども、いかがですか。 

（伊藤委員） 私もそういうことを申し上げているんですが、これからさらにどんどん手を広

げていっても、広げれば幾らでも広がると思うんですけれども、少なくともここで疑問のま

ま終ってしまっているのでは。これから論ずるべきは、これは単なる疑問なのか、大事な話

なのか、あるいは、さっき言ったようにこれは絶対条件なのか、そこをきちっと整理する必

要があるのではないかということです。 

（近藤部会長） そういう観点からここで発言していただかないことには議論が進まないと。

そういう仕掛けで議論をしているんですね。各項、だれに意見を求めるべきかをアサインし

てもいんですが、そこはおわかりいただけるかと思って。きょうはそれが課題というのはお

かしいと、大したことではないというご発言をいただいてもいいし、「それはちゃんとやっ

ていますからどうぞご心配なく」ということでご発言いただいてもいいし、とにかく議論の

ための話題提供ということで書いた紙なんです。 

（伊藤委員） これは、行政側、規制側、あるいは、研究機関側と、それぞれこういう  を

つけられ、あるいは、勧告されて、言い分があると思うので、正当な言い分を聞かないとい

けないのではないかと思います。 

（近藤部会長） 全部、宛て名人を書いて、これについて次回までに答弁書を持ってこいとい

うふうな仕事の仕方もありますが、きょうはとりあえずの整理の結果を出してみたんです。

そして、これはクローズドでいいとか、これは深く検討するべきというご提案をいただいて

と思っての資料です。 

  具体的に石榑委員の提起した先問題提起を検討しとりあげますと、一つは定期検査の問題、

これには、パーセプションの問題と制度の運用の問題があるように思います。１月から新し

い保安検査の制度に移行すると、既にそれについて保安規定の変更が認可された段階です。

ですから、現場は、新しい制度でも引き続きアメとムチのムチばかりという認識でのご発言
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とすれば、制度を作った方はそういってはいないので、そこにパーセプションの問題がある

と言うことになる。制度の運用の問題はこれからの挑戦課題に整理できるのかと思いますの

で、無理無体ということでなければ、ご指摘の点に留意しつつしっかり挑戦してくださいと

ということでよろしいのかと思います。ご発言なかったけれども、それも整理しなければな

らないと思いますが、そこのところは少しまとめて、ここで議論するのが適切かどうかとい

う問題はあるんですけれども、関係者の論点を、とじた紙を用意したらいいのかなと思って

います。 

  それから、技術の劣化に関してのご指摘は、電気事業者が、電気業が規自由化されて以来、

と競争関係になって云々と、それは非常に重要な指摘と思います。私ども「劣化していると

判断できる」と書いているんですけれども、それの原因の指摘ですから。これに対しては今

後は一生懸命やりますということでいいのかどうか。これももうちょっとご議論いただいて

と思っています。 

  ひとつ、ひとつが重たい課題ですから、ここで短時間にマルバツをつけて済ませてはいけ

ないのですが、他方で、これまでいろいろな機会に議論されていることが少なくないのです

から、このようにさらに深掘りして整理した上で、議論を進めていくのかなと思います。 

  それでは、引き続き課題と思われるところについてご議論いただきたいと思います。 

  山名さん。 

（山名委員） この政策評価は、基本的に政策大綱で定めた大きな方針に対してどのようにフ

ォローできているかということを審議することであると理解しておりますが、同時に、政策

大綱を決めた３年前から、原子力を取り巻く環境が大きく変わりつつあるわけです。幾つか

変わりつつある例を言いますと、福田ビジョン、低炭素へ国としての取組が明確になってき

て、原子力への期待もかなり高まったというか変わってきたと、これが一つです。 

  もう一つは、中越地震、耐震性というのが大きな問題としてクローズアップされて、これ

が我が国でのまさに高稼働率、長期運転にどう影響を与えるかという新たな課題が出てきた

ということ。 

  ３つ目は、海外で原子力が極めて伸び始めて、ビジネスの形態も変わってきた。それに

我々がどう応じていくかという国際的な課題として挙げられていましたが、この辺が大きく

変わってきているわけです。 

  論点としてこれから考えていくときに、例えば原子力発電の新・増設に関しても、これか

らの低炭素ストラテジーの中で３０％～４０％を目指した原子力の位置づけを、再開可能エ

ネルギーなどとの関係において、我々がそれに戦略的にどう追従していくかということが、

どこかで議論されねばならないというわけです。もちろん、経済産業省等で検討されている

はずですが、ここではそれはあまり紹介されていない。だから、原子力発電のあり方を考え
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るときに、そういった新しい強化状況の変化をどう取り入れて議論するかというのは大きな

テーマだろうと。 

  それから、国際問題に関しても、ここに論点が幾つか書いてありますが、経済産業省で今

検討を進めておりますけれども、国際的な強化状況の変化を考えると論点がたくさんあるん

ですね。例えば、核燃料供給保証的な話、ＮＳＧの話、それから、日本のメーカーが出てい

くときの政府としての支援のあり方の話、あるいは、技術的なスタンダードの話とか、多々

課題があると理解しておりまして、ここに書かれている論点はかなり限定的ものかなと感じ

ております。もっと議論を拡大していいのではないかというのが私の提案です。特に、先ほ

ど低炭素の話をしましたけれども、３０％～４０％というのはワット／アワーでの話なわけ

です、総発電量との比較の話ですね。これ、よろしいですか。 

（近藤部会長） ３０ないし４０％以上と書いてあります。「以上」を忘れないてください、

よろしく。ボトムを決めたのであって、上は青天井です。 

（山名委員） すみません。いずれにせよこれはワット・アワー、総発電量の話ですが、最近

のエネルギー供給構造の議論はワットの話と言いますか、太陽光は昼しか発電しない、じゃ

夜はどうするんだ。原子力と再生可能エネルギーの役割はどうだというような、かなり微細

化していっていると思うんですよ。ワット・アワーだけの議論になってきていない。原子力

の位置づけや役割をそういうふうに周りの状況に応じて少しスペスフィックに分析するよう

なニーズも増えてきているのかなと思っていまして、そういうようなフォローも必要なので

はないかと思っています。 

  それから、耐震の問題は安全の問題なので、安全性として耐震が議論されているというこ

とは、それでよろしいんですが、だから順調にやっているという評価をやってしまえば元も

子もないんです。耐震問題というのは大きな問題になり、それが社会コンセンサスの一つの

ネックになり、長期原子力依存へのネックになるということであれば、耐震のような大きな

取組に対しても、ここでの政策評価の対象になるのではないかと。 

  以上でございます。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  原子力への期待の高まりについては、資料のご紹介が不十分だったのかなと思うんですけ

れども、資料第３号の１８ページには、最近の経産省の需給部会の長期需給見通しの改訂版、

今年６月のバージョンのをいれてあります。上にありますように、需給見通しは、現状固定

ケース、努力継続ケース、最大導入ケースという３つのケースを検討しています。最大導入

ケースというのは、ありとあらゆる低炭素社会に向けた努力を最大限に導入するという趣旨

です。 

  この３つについて検討したところ、最大導入ケースという省エネ、その他さまざまな活動
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が最大限導入されるとした場合、２０３０年には、その下のグラフにありますように原子力

の寄与率は４９％という数字になっています。この時の原子力発電の実態はどうかというと、

現状プラス９基です。この間に廃炉措置を講じる段階に移行しているプラントもあるでしょ

うが、ネットでいって、既にオン・ザ・テーブルが１２か１３のうちの９が２０３０年まで

に運開している設備規模が供給力としてあるとすると、全電力の４９％を、おっしゃるとこ

ろで言えばアワーでありますけれども、原子力が占めると。そういう絵姿が提示されている

のです。これからすると、原子力発電事業については、第一にこれから、着実に１年なり１

年半ごとに１基ぐらいずつを戦列に加えていくこと、第二に各プラントをそれらを高い稼働

率で運転することが求めがもとめられているのだと考えるべきな。そういうことになるので

すね、、これが山名先生の問題提起に対する答えなんだと思うんですね。 

  勿論、ここでは、この見通しは経産省が専門家の衆知を集めてつくった結果なんですけれ

ども、それに対して、例えば、これからはこれは自動車の電化が進むに違いないから、もっ

と電力需要が大きくなる可能性に備えるべきとすることあるべしです。あっていいと思うの

ですが、、そういうアディシュナルな電力需要は、経産省が専門家の衆知を集めてつくった

結果なんですけれども、にもかかわらずそういうことがあるかもしれないと考えてここで議

論するかというところが選択でありまして、それはどうしたらいいかなということはありま

す。きょうはそこのディティールについてのご紹介がないから、我々がさらにここでそうい

うアディシュナルな需要に関してことを議論するべきや否や価値があるかどうかについての

判断材料がないので、これについては資料を整理した上で、てお伺いするようにしたいほう

がいいのかなと思います。 

  それから、耐震安全性の問題は私どもも非常に重要視しています。が実際には大綱の時代

から幾つかの機会に申し上げていますように、原子力施設が耐震の設計基準地震動を超えた

のは柏崎刈羽が初めてではなくて、女川、志賀に先行事例がありまして、大綱はその事実を

踏まえて議論したと記憶しています。と三大話になっているわけでありまして、歴史的にそ

ういうことはあるわけです。原子力委員会のスタンスは何がポイントかというと、安全に係

る最新の知見をいかに速やかに早く規制なり事業運営に反映するかということが大事だとい

うことです。そこで、広い言葉で言えば規制行政におかれても、事業者の活動におかれても、

ビジネスリスクマネジメント活動をちゃんとやってくださいよということを申し上げてきて

いるところです。ありまして、それは大綱の精神にもあるところで、私どもは物を申し上げ

ることが遅かったという反省はしますけれども、これが現場に浸透しなかったことについて

は反省していますが、その基本方針は間違っていないと考えており、思って、引き続きそう

いうスタンスでいろいろ提言をな議論をさせていただいているところです。事業リスク管理

の活動としてくくることができるのですが、大綱において具体的に指摘しておらず、中越沖
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地震の経験を踏まえて具体的に指摘した新しいこととしては、地震時の防災対策の充実、そ

れから事業継続プランの点検があります。あります。 

  それから、海外ビジネスの展開に係るところについては、議論の幅が狭いというのはおっ

しゃるとおりです。私どもとして関心を持っているのは、でありまして、主として次世代軽

水炉の開発はいつどのような市場における標準設計を生み出すことをターゲットにして行う

のか、つまり、このようなリターンを追求することに国民経済的価値があるからそのために

投資をするのだと国民に説明できる計画にしていただきたいということと、も海外のマーケ

ットで原子力発電システムの主契約者になるためには、燃料サイクルサービスもインテグレ

ートしたサプライチェーンを有する相手と競争しなければならない、そういう相手を競合で

きる環境を整備しないと海外事業展開は難しいのではないかという議論があることを指摘し

ています。それ以外にもあるということであれば、ご指摘いただければと思いますが、ご承

知のように、このことについては原子力部会で議論が開始されましたので、その議論を適宜

インプットしていただくのが効率的かと思います。 

  はい、どうぞ。 

（山名委員） ここで各省庁や各事業者が専門で議論していることをやり始めたら大変なこと

になりまして、あまり深くやる必要はないと思うんですが、いずれにせよ我が国が、政策大

綱に入っていたはずの理念である種の戦略的柔軟性に応じて、各省庁や各事業者が柔軟に耐

震のアプローチをとっているかという診断をここですべきだと思うんです。例えば、あると

ころがとろいんじゃないかと思えばはっきり言えばいいし、あるいは、国際問題の細かいこ

とも、低炭素についても、経済産業省がモスト・アップデートにフォローしているのであれ

ばそれは評価すればいいしというふうに、最新のアプローチの状況をできるだけここでいた

だいて、それを私たちは遅いんじゃないかとかもっと頑張っていいんじゃないかという審議

をすればよろしいのではないかと思っているんですが、よろしいでしょうか。 

（近藤部会長） それが適切と考えています。なお、資料の準備の都合で、本来はこういう取

組がなされているということがあって、続いて論点が出てくれば、現状を俯瞰しながら議論

するのに便利なのに、資料を３号、４号を分けてしまい、説明する側も、仕方なく、あっち

を見てください、こっち見てわかってくださいという説明をした。この点は、私の指導の至

らなさをお詫びします。ありがとうございました。 

  それでは、松田さん。 

（松田委員） 山名先生のご意見に触発されたり、近藤委員長のお考えを伺っての提案なんで

すけれども、事務局にまとめていただきました「論点の整理」は、検討すべきとする項目が

「どうなのか」というふうに質問の形で出てきているんですね。これに対して、これは自分

のところが答えられる回答であるということであれば、そこに次回までに回答を書いていた
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だきたいなと思います。具体的に言うと、私がこだわっているのは、例えば定格出力のアッ

プレイティングの話なんです。みんなこれはやったほうがいいと思っているんですが、だれ

も本気で取り組んでいないような気がする。具体的に何が問題なのか、どこに困難があるの

かということを具体的にこの場で出していただけるとありがたいなと思っています。それを

受けて、例えばどういうふうに国民にアプローチしていくかとか、対応案も生まれてくると

思います。 

  以上です。 

（近藤部会長） おっしゃるとおり、先ほども申し上げたように、それぞれ、これは自分がオ

ーナーと思うところについて皆さんにどうするつもりかを明らかにしてもらうという手順で

進めたいと思っています。小学校でもないから、宿題という明確な言葉を使わなくても、そ

のように対応していただけると思っております。 

  アップレイティングについては、問題意識を共有していただいているということであれば、

個別具体のことは本来お任せするべきこと、ただし、国として対応するべきことがあれば、

それを指摘していただいて提言にしていく、そういう取り扱いを考えています。 

  和気委員。方法論ばかりになっていて、タマのほうについての議論がないので。 

（和気委員） 原子力発電の新・増設の立地点の開発のところで、「時間を要するから、長期

的観点から取組が必要なのではないか」とありますが、時間がかかるから長期的観点という

のも、文章あるいは発想において何とも言えず変だなと思います。つまり、時間をかけると

いうことも意思決定プロセスの選択肢として重要なポイントであることは事実ですけれども、

できるだけスピーディーに意思決定をするための枠組みなり仕組みをいろいろな形で議論す

るのも一つの方法だと思うんですね。 

  立地開発はただひたすら時間がかかるという考え方は、歴史的事実においてそうだった、

あるいはそうであるとしても、これから時間がかかるという大前提で議論していいのだろう

かと、これだけ世界経済を含めて国際社会が激動している中で、時間がかかるということを

最初から前提にする政策論議はちょっと不十分ではないかなと思うのです。やや皮肉めいた

言い方で恐縮ですが、こういう文章はもう一工夫要るのではないかと思うんですが。 

（近藤部会長） 具体的なご指摘ですから、具体的に論点と考えているところを申し上げます

と、今申し上げましたように、２０２０年までに計画されている９基を実現すれば、２０３

０年に原子力は４９％になる、ほかの分野の省エネ努力が不十分だとすれば四十数パーセン

ト、それでも４０％を超えるという絵姿が、長期需給見通しにおいて出されていると。その

９基は既に立地点が決まっているものですから、こういう環境においては新規地点の開発努

力がなされないおそれがあると考えました。しかしながら、その先のことを考えると、なお、

新規地点を開発していくことが必要ではないか。而して、過去の経験を踏まえれば、新しい
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地点での建設が決まるまでに１５年２０年かかりますので、当面新規地点の開発努力をしな

くていいやというふうにお考えになるのは間違っていて、だいぶ先のことではあるけれども、

あるいはそういう認識でいいから、しかし、今から、新たな建設地点を開発する努力を着実

に進めてほしいということです。 

  和気委員のご意見は、もっとこの時間を短くできる方法を見いだすことをいま課題として

取り上げるべきということかと思うのですが、候補地をあらかじめたくさんもっているよう

にするという以外には思いつきません。例えば立地点登録システムをつくりまして、原子力

発電所はいつつくられるかわからないが、とにかく探して、可能性のあるところをアイデン

ティファイしてリストをつくるという考え方です。ですが、受け入れ側は地域開発の観点か

ら手を挙げるので、リストに乗せる交渉においてもスケジュールがあってこそテーブルにつ

くのであって、そうでないと社会的・経済的な観点からは何も意味のない、むしろ迷惑とい

うことになるでしょう。そこで、やはり、地道に２０年後、３０年後を目指して、着実に立

地地点が実現するべくの努力をしていただくのがとるべき道ということで、それに限って記

述してあるのです。何かほかにこれは検討の価値があるというアイデアがあれば、そういう

論点をいれる勇気が出るのですが。 

（和気委員） 代替案という意味ではなくて、時間がかかるということを最初から前提にする

ことは、結果として時間がかかるかもしれないとしても、通常ビジネスや社会通念に照らし

ても、「時間」がある種の価値になりますから、その部分は重要な政策、戦略として、でき

るだけ時間をかけない道筋や方法を工夫するというのも重要な観点ではないかと。 

  書きぶりとしては、迅速かつ着実に進める道筋を考えようと、そういう前向きのメッセー

ジが必要なのではないかと思います。文章を強く変えてほしいとまでは申しませんが、私の

意図は伝わりませんでしょうか。 

（近藤部会長） ２０４０年以降に必要な地点ではあっても今から営々辛苦、だれかが開発努

力をしなければならないかということがあって、その取組のあり方として、おっしゃるよう

なことに知恵をつかうことも重要ということであれば、それは、大切な視点ですから、言及

するべきとは思います。 

  井川委員。 

（井川委員） すみません、僕はこれを全く違った趣旨で理解していました。要するに、地方

にいく政府のカネが、手を挙げてから、着工してガクンと上がったんですね。払い方のカー

ブがありますよね。ここで言っているのはそういうことかと。つまり、着工までに遅れたり

トラブったりということもあるし、しょっちゅうよれよれしたということもありますから、

一定の措置がないと、国としても一定の支援をしておかないと、その地域の方が困るという

観点からこれは入れてあるんだと勝手に解釈していたんですけれども、近藤先生が今おっし
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ゃったことを伺っていると、全く違って、各電力、日ごろから努力しておけよという、努力

目標みたいなことなんですか。 

  何でこんなことをあえてお伺いしているかというと、全国各地に電力さんの努力で一定の

新規立地を確保できたところもあるわけですけれども、現実に着工、あるいは、地元との交

渉が最終的な詰めが終ってないという地域もあって、そういう自治体の方にお話を聞くと、

原子力は必要だと思っていても、まちの中が宙ぶらりんの状態で、かつ経済的にも、わざわ

ざ地域の地場産業として原子力を受け入れようという意思を持ったにもかかわらず、なって

いる状態というのは、中が分断されて、日常のコミュニティづくりさえ支障が出てくるよう

な状況になると。そういうような宙ぶらりんの状態というのは非常に困るということをよく

聞く次第です。 

  それは確かにオンスケジュールでやれば、みんなハッピーなんですけれども、なかなかそ

うはならないという周囲の状況があるものですから、そういう部分において、国なり事業者

なり、事業者だけでは多分もたないでしょうから、国なりが一定の配慮をきちんとしていく

というのが、今後、長期的な観点から必要で、制度の見直しというのは常にしていかねばい

けないのかなという観点から入っているのかな思った次第でして、それは私の勘繰りすぎで

した。すみません。 

（近藤部会長） そのことの重要性は、別にはっきり書くべきことだと思います。つまり、あ

る種のコミットメントが成就することが公益ももたらすと考えられる場合、それを確実にし

ておくために公的に何らかの手当をするべきや否やという問題に、直ちにそうするべきとい

えるかというとよくわからないのですが、そのコミットに関係した地域社会にとって他の選

択肢を排して待っているとすれば、準備金とか待機料が払われるべきではないかというご指

摘をいろいろな機会にいただいています。現実には、公的にも私的にもそういう工夫をして

きているともいえる取組もこれまでにないわけではない。でも、それをここに議題として挙

げる勇気がなかったんです。頭のなかで整理ができていないからです。 

  ご指摘をいただいたので、それをどういうふうに整理して、課題として書くか検討させて

いただきたいと思います。大事なことですので。 

  伊藤委員、どうぞ。 

（伊藤委員） これを読みまして、私は非常にすなおに受けとめたんです。２つのポツご意見

の「新規立地の開発に向けて」ということと、「その一つとして」というところはセットに

なっていると読んだんですね。これまで新規地点の立地というは非常に長時間を要している

と。しかし、長期的に見ればできるだけ原子力をサステーナブルに維持していくためには、

新規立地を少しでも円滑に進めていく必要がある。そのためには政策面での環境整備とか国

民理解、あるいは、地域に密着した電気事業のさらなる活躍とか、いろいろな面があると思
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うんです。そういうことをこの２つのポイントで挙げて、その一つとしてと挙げているので。

長い時間かけていいからというふうには読まなかったんですけれども、できるだけ効率的に

進めるようにさらなる工夫をすべきというふうに、私はこれを読みました。 

（近藤部会長） わかりました。議論がだんだんマニアックになってきました。舌足らずの文

章の効用かもしれませんが、この点についてはここでは、このぐらいにして、ちょっと整理

させていただきます。 

  もう、時間になりましたので、これで終わりたいと思いますが、田中委員、何か。 

（田中委員） 皆さんにご同意いただけるかどうかはわかりませんけれども、少し具体的に申

し上げますと、大綱では３０～４０パーセント以上と、委員長はよく繰り返して言われます

が、先ほどの資料で５０％ぐらいということが出ていますので、５０％と３０～４０パーセ

ントではちょっとニュアンスが違うので、この際５０％程度を目指すということをとりあえ

ずここで、そういう方針を立てるのがいいのではないかと。これは個人的な意見です。 

  それから、それに対して、設備利用率を８５％ぐらい見ていると思うんですが、９０％だ

って可能ですね、世界の実績からいうと。そういうことを事業者にはぜひ目指してもらう。

そのためにはどうするかというと、トラブル、リスク情報というものを活用していくという

ことと、規制側もそれに対応した合理的な規制をすべきということを言うべきではないか。

アップレイティングがいいなと思いつつ皆さん足踏みしているんですが、今後５０％を目指

すとすると、できるだけこれは政策的にも誘導していくということも大事なのではないかと

いう気がします。なおかつ、円滑な発電のレベルを上げていくということであれば、リプレ

ースとか新規立地という意味で議論が出てくると思うので、その辺をもっと明確にはっきり

と書くことを提案したい。 

  以上です。 

（近藤部会長） そういう目標はすでにあるところ、それを実現するための取組について評価

し、追加して、あるいは力を入れて取り組むべきところについての提言を議論している段階

ですから、数字の議論はあまりしたくないんですがね。例えば稼働率一つとってもなぜ、あ

がらないか、規制がというが、今時、新しい制度が整備されたわけですから、それがうまく

いかないことが明白なら、規制側に再考を求めるということになるかもしれませんが、そう

いうご意見をいただいてはいないとおもいます。 

  それでは、約束した時間を半分以上食ってしまいましたので、時間がなくなってしまいま

したけれども、核燃料サイクルの部分にご意見をいただきます。 

  どうぞ、田中部長。 

（田中部長） 申しわけありません。意見ではないんですけれども、資料第３号はこれまでに

事業者、関係機関がご説明しました内容を大変丁寧に拾っていただいて、「現在の取組状況



－26－ 

の概要」ということで書いていただきまして、ありがとうございます。 

  １３ページなんですが。 

（近藤部会長） 資料第３号ですね。 

（田中部長） はい、資料３号です。私が前回ご報告したものを振り返ってみて、わかりにく

かったなと思って、おわびしないといけないんですが。（３）関係機関の取組状況の【事業

者（日本原燃）】というところに①、②、③というのがございますけれども、ここのところ

につきましては、前回、私はウラン濃縮と再処理を合わせてご説明していまして。技術開発

のほうはウラン濃縮と再処理と両方を、我々、六ヶ所でやっておりますが、機器製造につき

ましては、遠心分離機の組立を六ヶ所でやろうとしているという内容だけをご説明していま

して。これは①が再処理の話で、③が再処理の話で、上の四角の中も再処理の話ですので、

ここは全部再処理に限ったものというふうになりますと、②の機器製造というのは六ヶ所で

はできないものですから。 

  私の前の資料がわかりにくかったのだと思います。申しわけありませんでした。 

（近藤部会長） わかりました。 

  ほかに何か。井川委員。 

（井川委員） 一点、この「論点」の中にも書いてあることなんですけれども、処理技術の改

良・改善という観点で、冒頭にかくはん棒が曲がってしまったという事例もあって、ご苦労

されているということは共通認識としてあるんですが、この状態が既に１年続いているとい

う現下の状況で、元の技術もそれなりの利点があるということで導入されたんでしょうけれ

ども、なかなかうまくいかないという現状を考えますと、うまくいけばいいんですが、うま

くいったりいかなかったりということで、よたよたするような状況であると、ここに書いて

あるほかの中間貯蔵等を含めて再処理自体がうまくいくのかということになって。そうする

と、中間貯蔵を増やしたいといっても、再処理してくれる保証も何もないのに大丈夫みたい

なことまであって、波及が心配されるところで。 

  そう考えますと、現状、原燃さんも一生懸命取り組まれてはいるんでしょうけれども、そ

れ一本だけでは足りなくて、ガラス固化技術というものをもう少し強力に研究開発、技術改

良、あるいは、別の全く違った考え方のガラス固化技術とか廃棄物技術も含めて、幅広に国

が強く指導というのか関与して、強力に進めると。少なくとも研究開発を含めて携わるとい

う意思表示なり何なりをしなければ、今後、長期的に見ると日本が核燃料サイクルを進めて

いくことについて不安があるので、もう少し強い書きぶりのものを、原子力委員会として整

合がとれる方法というか、メッセージを発信していくべきではないのかということを申し上

げたいと思います。 

（近藤部会長） ありがとうございます。 
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  その点につきましては関係者に知恵を尽くすようにお願いしてきているところであります

から、資源エネルギー庁においても来年度の概算要求で関連した新規の取組をお考えと聴い

ていますが、そのことは指摘していくことにしたいと思います。 

（森本原子力立地・核燃料サイクル産業課長） 資源エネルギー庁の核燃料サイクル産業課で

す。現状のトラブルのこととちょっと切り分けた話をさせていただきます。 

  ガラス溶融炉は５年に１回ぐらい取り替えるというのがもともとの設計になっています。

次の炉が、今と同じものを、トラブルとは関係なく、技術の導入をどんどんやっていかなけ

ればいけないこともあって、来年度にガラス溶融炉を研究開発する補助金を今財務省へ要求

しております。来年度の要求は、補助金のベースで２０億円ですから、事業者の分も合わせ

れば４０億円ですね。 

  今、折衝途中ですので、若干の減はあるかもしれませんが、いずれにしても国としてそれ

なりの金額の予算要求をしております。これを今申しました３年計画ぐらいで入れ、実際に

メルタの交換の時期に間に合うようにやろうとしているところです。一方で、トラブルの対

処につきましては、事業者が一生懸命やっているところですし、なるべくそれを側面的に支

援するということはやっております。 

  以上です。 

（近藤部会長） はい、どうぞ。 

（井川委員） おっしゃっていることは全くそのとおりだと、方向性はそのとおりだと思うの

ですが、ガラス固化技術の困難さというのは諸外国においても相当苦労されているというこ

とのようです。そう考えますと、今おっしゃった２０億全額を確保することができれば、十

分な額だとは思うのですが、一つの路線だけのガラス固化技術というような頭でやるのでは

なくて、かなり幅広にトライしてみないと、実験室、研究開発レベルの小規模のモックアッ

プのものから、実利用まで、再処理のガラス固化技術開発につながるのかという、本格的な

決意の下、かなり本腰を入れて開発するという意図がないとだめで、そこの仕組みを国と原

燃のうまい協力体制の下にやらねばいけないのではないかという観点から、もう少し強い国

の技術路線も含めてメッセージが要るのではないかという趣旨でございます。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  この「論点」には、そういうご意見もあり、私どももそういう思いもあるところ、持続的

に研究開発の方策をどう考えるかと書いてあり、さらに、一番最後には、本来は終っている

はずの廃棄物政策にかかわるとも思われかねないところではありますが、「放射性廃棄物処

理技術についてなお改善・改良を図る余地が多いのではないか」と書いてあります。ここで

の議論を踏まえて、提言として、そういうことについて、政府と民間それぞれ努力せいとか、

いろいろな書き方ができると思います。 
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  そのためには、少し、ファクト・ファインディングが必要ではという思いもあります。い

ま、石榑先生の顔を見ながら申し上げるんですけれども、これは石榑先生と悩み、問題意識

を共有するところが多いためです。私どもは政策大綱の議論の段階で、海外から低レベル放

射性廃棄物に関しても、ガラス固化されたものを受け入れるということについて、その妥当

性を検討すべしとして、たしか資源エネルギー庁でそれを妥当とする結論を出された。その

ときに同時に議論すべきだったのは、ガラス固化技術というのは極めて汎用というか、放射

性廃棄物を固化処理技術として、アスファルト固化とかさまざまある中で非常に重要な技術

であって、既に海外ではそれを低レベルにも使っているという現実を前にして、日本はどう

なっているんだということ。この点については、あのとき不勉強だったなという反省をして

おります。 

  私は専門家ではないので、私の言うことはほぼ間違っていると思って聞いていただいてい

いんですけれども、日本では発電所の廃棄物は最後プラズマ溶融して固めているのですか。 

（高橋原子力部長） ほとんどはプラズマではない。通常の焼却処理です。 

（近藤部会長） 例えば、おとなりの韓国の発電所で、低レベル廃棄物をガラス固化している

という報告を最近よみました。ガラスは温度を上げていくほどものを溶かしやすくなってく

るので、今や１７００℃ぐらいの温度のガラスを扱えるようなメルタを、必然的にCCMと呼

ばれる容器を低温にして溶融できるメルタが第三世代のメルタと呼ばれているメルターが開

発され、導入が始まっていることの例かと思いました。今年のＩＡＥＡの総会でインドのカ

コードカル原子力委員長は、インドは第三世代技術といわれるコールドクルーズメルタを高

レベル廃棄物のガラス固化に用いるべく、既に工業規模で実用化しているといっていました。

これはメルターに苦労している日本に対する皮肉だなと思って聞いていたんですけれども、

 このように、この分野はおっしゃるとおり各国いろいろ技術開発努力を行っている状況に

あるようです。ところが、日本はどうやってもこの活動が、私の誤解かもしれないけれども、

抜けているんですね。これはどうしてかなと、「石榑先生、どうしてですか」と問いたくな

っちゃって、ずっとこらえているんだけど。そういうこともあって、こういう問題提起をし

てあるんです。ですから、これについても今後の取組について、ぜひ提言していきたいと思

っています。 

  ほかに何か。どうぞ。 

（山名委員） 燃料サイクルですが、ちょっと気付いたことだけ申し上げます。 

  まず、ウラン濃縮ですが、国内ウラン濃縮規模というのを１５００ＳＷトンということで

今までやってきているわけですよね。新型遠心機が結構いいところまできまして、３つ目の

ポツにありますように、国内での濃縮規模の最適化というのはどれぐらいあるべきかという

議論はあまり広くされていないような気がするんですよ。これは国全体としてのコストとセ
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キュリティのバランスみたいな話になるので、本来の国内濃縮規模、海外への依存度、これ

をどう考えるか。あるいは、それに対して各省庁がどうアプローチされているかということ

は、ここで評価する価値があるのではないか。 

  それから、再処理ですが、今ご議論があったとおりですが、六ヶ所のガラスのところだけ

でかなり遅れが出ているというのは大変残念なことであるわけです。ただし、その状況を見

るにつけ、国内の再処理技術というのは、どこにどういうものがあって、どうリンクして、

どう助け合っているのかということに隠れた問題がある。問題があるかどうかはここで議論

されればよろしいんですが、我が国としては六ヶ所を一刻も早く成功裏に安定運転に持ち込

む、これが最大のタスクであろうと考えると、国の再処理技術をインテグレートして、そう

いったものに向けていく体制のあり方、あるいは、技術者のレベルとか質とか数とか、そう

いうところまで議論は波及するものだと思っています。 

  当然、これは電力事業者さんや経産省や文科省すべてが絡んでくる問題。例えばＪＡＥＡ

の理事はもうお帰りになって、こういう大事な議論があるときに帰ってしまうということも

一つの問題で、まさかうちの仕事と関係ないよと思ってないとは思いますが（笑声）、ただ

忙しかっただけだと思いますが、いずれにせよ我が国にはＦＢＷ再処理の技術とか、軽水炉

の再処理とか、六カ所の技術とか、あるいは、もっとベーシックな話とか、いろいろな技術

がありまして、総力を挙げていく体制を強化していくということは大きなテーマだと思いま

す。当面は六ヶ所を最大限に支援する、その技術体制の構築。それから、さらに将来の再処

理の技術に向けてのそういう体制の構築、そういったもののあり方を広くここで議論すべき

ではないかと思います。 

  それから、中間貯蔵ですが、「論点」にありますように、もっと早急に建設を進めるべき

ではないか。全くそのとおりです。電力事業者さんは各自アプローチをされている。これは

立地問題ですよ。結局、立地問題なんです。では、中間貯蔵に対する立地問題として国とし

てどうアプローチするかということをもう少し広く議論したほうがいいのではないかと思い

ます。 

  以上です。 

（近藤部会長） ありがとうございました。 

  田中部長、どうぞ。 

（田中部長） 全部はお答えできないんですけれども、ガラスのことだけお話させてください。 

  まず、井川委員がおっしゃられた抜本的に考えるべきであるということはよく認識してお

りまして、先ほど経産省の森本課長からお話がありましたように、５年ごとの交換を考えて

いますので、今回の経験を得て次のものをどう直していったらいいか、今と同じものをつく

って交換するのではなくて、もっといいものにしなくてはいけないということの検討は開始
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しております。 

  一方、５年というのはすごく短いんですね。設計を変えれば許認可手続きも必要です。そ

うすると、実質的に残された時間というのはあまりないと。なおかつ、ガラス溶融炉のよう

なものは、ガラスを溶かして固めるというのは世界中で昔からやっているという委員長のご

指摘だと思うんですけれども、さはさりながら、放射性廃棄物を混ぜて、しかも、その成分

がすごく複雑であるという中では、ポットの試験をやらないといけない。そうすると、原子

力の開発というのはものすごく時間がかかるというのは事実でございますから、５年後のリ

プレースに間に合うものは限られていて、井川委員がおっしゃられたようなものは、海外で

成功しているような例も含めて考えろというご指摘だったと思うんですが、それの全部はと

ても反映できなくて、今のをベースに工夫したものを考えるというのが５年後で、またその

次のものは１０年後というふうになろうかと思っております。 

  それから、現在のものに関するトラブル、今のもののトラブルの対策につきましては、今、

山名委員からＪＡＥＡの理事さんがお帰りになられちゃったというご指摘がありましたので、

私、弁解をさせていただきたいと思いますが、お忙しかったんだと思います。事実、お帰り

になる直前に、皆様お気づきにならなかったと思いますけれども、私にひそひそと「ガラス

の問題、必ず電力に協力しますから」とささやいて部屋を出ていかれましたので、そこは弁

護しておきたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

（近藤部会長） そこで手打ちをされちゃったら、せっかくの井川委員の提案がしぼんじゃう

から。 

  どうぞ。 

（山名委員） 原燃さんの取組はまさにおっしゃるとおりなんでしょう。それはしっかりやら

れている。ただ、申し上げたのは、政府全体として長期的に見て本腰を入れて、委員長が先

ほどおっしゃったように、ガラスとか廃棄物についてまだ取組が弱かった部分があるので、

そこは強力に取り組まねば、ほかの関係各省のご理解を得られなくなってしまうのではない

かという危惧も含めて申し上げたつもりです。 

（近藤部会長） はい、そういう認識もあって今日の資料では問題提起をさせていただいたの

ですが、これをどうすべきかについて、先ほどの井川委員の問題提起と併せて、特に日本の

社会の中で再処理技術が民間に技術移転しましたと。そうすると、政府は、例えば財務省的

に言えばもう終ったでしょ、こんなもの予算をつけないよという世界があるのかもしれない。

これに対して、さはさりながらパブリックドメインに技術基盤というか、イノベーション基

盤を維持していくべきとするのか、これも言うのは簡単だけれども、現下の財政事情からす

ると、その優先順位は下がるよと財務当局からいわれることに対して、どう対応するか、大
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変難しい問題になる。 

  しかも、それが原子力だけの問題なのかということも常に問われる。大きくいえば、日本

のサイエンスインフラとは何だ、工学インフラとは何なのかということで、それをどの程度

どうやって維持するべきか、国の役割はなにかという問題として解きほぐしていかなければ

ならないのかもしれない。他方で、原子力分野はなにかと自分で問題を解決したがるところ

がありすぎて、かえってつらくなっているのではないか、ガラスの問題などはもうちょっと

ガラス工業という、一般的な工業世界との連携とかネットワーキングで技術基盤を維持して

いくことができたのではないかとも思う。ということで、どういうスコープでこの問題を提

起していくのかなということも少し考えてみたいと思っています。 

  ほかに。ありませんか。 

  そういたしますと、きょうは若干マニアックな議論が多かったんですけれども、事が事だ

けにどうしてもそうならざるを得ないのかなと思いますが。そういう意味で、資料の準備の

仕方等についてご注意いただきましたので、このことも含めて資料については改良・改善を

し、多くの皆さんにちゃんと議論いただけるようなものにしていきたいと思います。きょう

はここまでにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

  それでは、次回は１月下旬から２月上旬ぐらいを考えています。それまでに、きょうのご

意見も踏まえて、松田委員のおっしゃるように宿題を出して答えをもらってという書き方が

いいのかわかりませんが、少し詰めてまとまった資料の形に整理をしてご議論の場に供した

いというふうに考えます。それから、日程につきましては、今申し上げた範囲で皆様と事務

局で調整していただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、終ってよろしゅうございますか。どうもありがとうございました。 

  ことしも大変お世話になりました。どうぞ良いお年を。 

－了－ 

 


